
南国市告示第３９号

南国市地域リハビリテーション活動支援事業における訪問アセスメント実施要綱

を次のように定める。

令和６年３月２９日

南国市長 平山 耕三

南国市地域リハビリテーション活動支援事業における訪問アセスメント実施

要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、南国市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（令和３年

南国市告示第２０号。第３条において「総合事業要綱」という。）第２条第２号

オに規定する地域リハビリテーション活動支援事業において実施する訪問アセス

メント（以下「訪問アセスメント」という。）に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

（実施方法）

第２条 訪問アセスメントは、地域包括支援センター（介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。

第６条において同じ。）に委託して実施するものとする。

（実施対象者）

第３条 訪問アセスメントの実施の対象となる者（以下「実施対象者」という。）

は、総合事業要綱第３条第１項第１号及び第２号に規定する者とする。ただし、

同条第２項の規定により、介護保険法第９条第１号に規定する第１号被保険者で

ある者に限る。

（基本方針）

第４条 訪問アセスメントは、次条に規定する内容の訪問アセスメントを実施する

ことにより、実施対象者が自ら望む生活を自己管理できるようになることを目指

すものでなければならない。

（内容）

第５条 訪問アセスメントでは、実施対象者の生活機能の維持・向上を図るため、
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介護支援専門員とリハビリテーション専門職員が連携して、実施対象者の自宅を

同行訪問し、主に次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) ＩＣＦ（疾病等の診断名ではなく、生活の中での困難さに焦点を当て、心身

機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個人因子等の複数の要素間の相互作

用を重視して評価する生活機能と障害の分類の考え方をいう。）の視点での生

活課題及び実施対象者が取り戻したい従前の生活の把握

(2) 生活環境・道具の工夫に関する助言

(3) 現に生活する場での生活行為の指導

（リハビリテーション専門職員）

第６条 市長は、地域包括支援センターの職員のほか、当該職員以外の南国市の地

域におけるリハビリテーション専門職員に訪問アセスメントの実施を依頼するこ

とができる。

（訪問アセスメントの結果の記録）

第７条 訪問アセスメントを実施したリハビリテーション専門職員は、当該実施し

た訪問アセスメントの結果を記録し、介護支援専門員と共有しなければならない。

（委託料）

第８条 第２条の規定による委託に係る委託料の額は、当該訪問アセスメントに係

る実施対象者一人につき、次の各号に掲げる訪問アセスメントに要した時間（当

該訪問アセスメントに係る移動時間を除く。）に応じ、当該各号に定めるところ

によるものとする。

(1) ２０分未満 ３，０００円

(2) ２０分以上４０分未満 ６，０００円

(3) ４０分以上 ９，０００円

（利用料金）

第９条 実施対象者が負担する訪問アセスメントに係る料金は、零円とする。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、訪問アセスメントに関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


